
（２） （３）

基礎単位の自
治会の数をお
答えください

基礎単位
の自治会
への世帯
加入率を
お答えく
ださい

自治体名

基礎単位
（最も小
さい単
位）の自
治会の名
称

中間団体
の名称

上部団体の
名称

基礎単位の自
治会の数

基礎単位
の自治会
への世帯
加入率

認可地縁
団体の数

うち、い
わゆる自
治会の数

恵那市 自治会
各町自治連

合会
466 71 84 84

瑞浪市 区
町または
※地区
（※旧小

なし 107
(H314.1)
66,19%

32 32

山県市
単位自治
会

地区自治
会

自治会連合
会

155 71.1％ 60 51

七宗町
区又は自

治会
なし 区長会 ３２

データな
し

１３ １１

海津市 自治会
地区ブ
ロック

自治連合会 174 85 3 3

御嵩町 68 - - 68 74% 21 21

垂井町 自治会
連合自治
会

連合自治会
連絡協議会

136 76.60% 10 10

飛騨市 区 区長会
飛騨市区長
会等連絡協
議会

107 85.79 68 50

土岐市 町内会 区長会 連合自治会 250 69% 36 36

多治見市 町内会 区 451 70.95% 15 14

美濃市
○○自治
会

○○地区
連合自治
会

美濃市連合
自治会

68 82.50% 8 8

川辺町 組 区 111 75% 9 9

笠松町 町内会 なし
笠松町町内
会連合会

55 83% 6 6

瑞穂市
○○自治
会

○○校区
自治会連
合会等

瑞穂市自治
会連合会

97 70.20% 12 11

白川町 ない ない ない 65 97% 33 31

揖斐川町
※各地区
集落単位

※各地域
単位
　　６地域

揖斐川町代
表区長会

123 90.00% 25 17

1　組織等

自治会の多くは、地縁に基づいて組織された住民団体が基本となっています
が、任意団体であることから、その組織の形態や加入状況が地域によって異
なるという側面もあります。そこで、アンケートの冒頭に、現在の自治会の
状況を示すデータとして、自治会組織や自治体内の数、世帯加入率などにつ

いての質問です。

（１） （４）

貴自治体における名称をお答え
ください

ない場合はないとお答えくださ
い

認可地縁団体につ
いてお答えくださ

い



（２） （３）

基礎単位の自
治会の数をお
答えください

基礎単位
の自治会
への世帯
加入率を
お答えく
ださい

1　組織等

自治会の多くは、地縁に基づいて組織された住民団体が基本となっています
が、任意団体であることから、その組織の形態や加入状況が地域によって異
なるという側面もあります。そこで、アンケートの冒頭に、現在の自治会の
状況を示すデータとして、自治会組織や自治体内の数、世帯加入率などにつ

いての質問です。

（１） （４）

貴自治体における名称をお答え
ください

ない場合はないとお答えくださ
い

認可地縁団体につ
いてお答えくださ

い

下呂市 区
地域自治
会連合
会、地区

下呂市連合
自治会

88
87.7%（推

計）
55 37

羽島市 区 町 自治委員会 113 73.39% 17 17

大垣市 自治会
連合自治
会

連合自治会
連絡協議会

494 76.47 52 52

関市 自治会 支部
自治会連合
会

568 69.80% 80 64

八百津町 自治会 ない ない 78 78.30% 1 1

輪之内町 区 地区 区長会 25 99% 1 1

中津川市 区 区長会 連合会 167 74.40% 73 72

安八町 区 26 1 1

高山市 町内会 ない
高山市町内
会連絡協議
会

278 65.46 231 224

東白川村 自治会 区 19 96.10% 0 0

郡上市
自治会
(地区会・
組・班)

連合会支
部

連合会 107 90.1 62 62

池田町 地区
池田町区長
連合会

46 96.2 1 1

神戸町 区 校区 区長会 50 不明 19 19

関ケ原町 なし なし
関ケ原町自
治会連合会

50 84% 16 16

本巣市
基礎単位
（ない）

中間団体
※旧町村
単位で４

上部団体
（本巣市連
合自治会）

119
（H31.4.1現在）

89.40％
（H31.4.1

現在）

40
（H31.4.1

現在）

35
（H31.4.1

現在）

可児市 自治会
自治連合
会

自治連絡協
議会

132 59.30% 27 21

各務原市 自治会
自治会連
合会(各
地区自治

各務原市自
治会連合会

387 78.30% 41 41

坂祝町 一色 - 酒倉 18 65% 12 4

美濃加茂
市

自治会 地区 自治連合会 175 58.48% 23 21

北方町 自治会 なし
北方町自治
会連絡協議
会

49 83% 4 4

富加町 なし なし なし 23 85.2 2 2



（２） （３）

基礎単位の自
治会の数をお
答えください

基礎単位
の自治会
への世帯
加入率を
お答えく
ださい

1　組織等

自治会の多くは、地縁に基づいて組織された住民団体が基本となっています
が、任意団体であることから、その組織の形態や加入状況が地域によって異
なるという側面もあります。そこで、アンケートの冒頭に、現在の自治会の
状況を示すデータとして、自治会組織や自治体内の数、世帯加入率などにつ

いての質問です。

（１） （４）

貴自治体における名称をお答え
ください

ない場合はないとお答えくださ
い

認可地縁団体につ
いてお答えくださ

い

白川村 区 なし
白川村区長
会

2 2

大野町 区 ない ない 49 99% 13 13

岐南町 自治会 なし
岐南町自治
会連合会

35 81.60% 1 1

養老町 区
区長連絡協
議会

130 90.29 38 35



（１） （２） （３） （４） （５）

自治会に委託
している業務
は以下のうち
どれでしょう
か（複数回答
可）

誰に委託料を支
払っていますか

業務委託に契約
を締結していま

すか

委託契約締結の根
拠となる条例や要
綱などはあります

か

業務委託につい
ての実施報告を
求めていますか

自治体名

①広報の配布
②ゴミ収集所
の管理
③街灯の管理
④その他（
）

①自治会（会長
も含む）
②自治会の上部
団体（その長も
含む）
③その他（
）
④委託料を支
払っていない

①毎年契約を締
結している
②過去に一度契
約を締結してい
るが毎年は契約
を締結していな
い
③契約は締結し
ていない
④その他（　　）

①条例がある（条
例の名称をお答え
ください）
②要綱がある（要
綱の名称をお答え
ください）
③条例も要綱もな
い
④その他（　　）

①求めている
②求めていない
③その他（
）

恵那市 ① ④ ③ ③ ②

瑞浪市

①②③全て
④スポーツ及び
文化振興、行政
との連絡調整

④ ③

山県市 ①、② ② ③ - ①

七宗町 ①、③
③委託料として
は支払っていな
いが謝礼を区長

③ ③ ②

海津市

御嵩町 ①、②、③ ④ ③ - -

垂井町 ① ④ ③ ③ ②

飛騨市 ① ① ①
②
飛騨市行政区等業
務委託要綱

①

土岐市 - - - - -

多治見市

①、②、④（防
犯灯の管理、防
災、防犯、交通
安全等の安全
対策、青少年健
全育成、スポー
ツ及び文化振
興に関するこ
と、社会福祉に
関すること等）

②各区へ町内会
への委託料も含
めて支払い

①毎年契約を締
結している

③条例も要綱もない
市政協力業務委託
要領を定め、契約時
に確認、仕様書とし
て契約書類に綴じこ
んでいる。

①事業報告書の
提出を求めてい
る。

美濃市
④（業務委託な
し）

川辺町 ① ①
④区長を事務嘱
託員に委嘱

④事務嘱託員の設
置規則

②

笠松町 ①② ① ③ ③ ②

2　業務委託

地方公共団体が自治会にどのような行政事務を委託しているかについての質問です。



（１） （２） （３） （４） （５）

自治会に委託
している業務
は以下のうち
どれでしょう
か（複数回答
可）

誰に委託料を支
払っていますか

業務委託に契約
を締結していま

すか

委託契約締結の根
拠となる条例や要
綱などはあります

か

業務委託につい
ての実施報告を
求めていますか

自治体名

①広報の配布
②ゴミ収集所
の管理
③街灯の管理
④その他（
）

①自治会（会長
も含む）
②自治会の上部
団体（その長も
含む）
③その他（
）
④委託料を支
払っていない

①毎年契約を締
結している
②過去に一度契
約を締結してい
るが毎年は契約
を締結していな
い
③契約は締結し
ていない
④その他（　　）

①条例がある（条
例の名称をお答え
ください）
②要綱がある（要
綱の名称をお答え
ください）
③条例も要綱もな
い
④その他（　　）

①求めている
②求めていない
③その他（
）

2　業務委託

地方公共団体が自治会にどのような行政事務を委託しているかについての質問です。

瑞穂市 なし

白川町 ④特にない ④ ③ ③ ②

揖斐川町

①広報の配布
②ゴミ収集所の
管理

①
広報配布につい
て、手数料を支
払っている。

③ ③ ②

下呂市
①広報の配布
②ゴミ収集所の
管理

④ ③ ③ ②

羽島市 － － － － －

大垣市
上記①②③を
依頼している

④ ③ ③
③（業務委託を
行っていない）

関市 ①、②、③ ④ ③ ③ ②

八百津町
④（ただし委託
ではなく依頼）

③（自治会に交
付金として交付）

③ ③
③（業務委託して
いない）

輪之内町 ①② ① ③ ③ ②

中津川市
④
行政事務委託
はなし

安八町 ①・② ④

高山市 ④町内回覧 ④ ③ ③ ②

東白川村 なし ④ ③ ③
③業務委託して
いない

郡上市 - - - - -

池田町 ①・②・③ ④ ③ ③ ②

神戸町
委託ではなく、
協力依頼してい
る

④ ③ ③ ②

関ケ原町 ①、②、③ ④ ③ ③ ②



（１） （２） （３） （４） （５）

自治会に委託
している業務
は以下のうち
どれでしょう
か（複数回答
可）

誰に委託料を支
払っていますか

業務委託に契約
を締結していま

すか

委託契約締結の根
拠となる条例や要
綱などはあります

か

業務委託につい
ての実施報告を
求めていますか

自治体名

①広報の配布
②ゴミ収集所
の管理
③街灯の管理
④その他（
）

①自治会（会長
も含む）
②自治会の上部
団体（その長も
含む）
③その他（
）
④委託料を支
払っていない

①毎年契約を締
結している
②過去に一度契
約を締結してい
るが毎年は契約
を締結していな
い
③契約は締結し
ていない
④その他（　　）

①条例がある（条
例の名称をお答え
ください）
②要綱がある（要
綱の名称をお答え
ください）
③条例も要綱もな
い
④その他（　　）

①求めている
②求めていない
③その他（
）

2　業務委託

地方公共団体が自治会にどのような行政事務を委託しているかについての質問です。

本巣市 ①広報の配布
①自治会（会長も
含む）

③契約は締結し
ていない

- -

可児市
委託は行ってい
ない

各務原市

④その他(広報
紙の配付、ゴミ
収集所の管理、
防犯灯の管理
はお願い、都市
公園等の一部
維持管理は委
託)

③その他(自治会
に広報紙の配付
に手数料を、都
市公園等の維持
管理に委託料を
支払っている)

公園管理委託→
①
その他は→③

公園管理→②(各務
原市指定公園の維
持管理に関する要
綱)

公園管理→①

坂祝町 ① ④ ③ ③ ②

美濃加茂
市

④
河川堤防除草
業務

② ① ③ ①

北方町
①
②

④

富加町 - - - - -

白川村 ①、②、③ ④

大野町 ①、②、③ ① ③

②（大野町非常勤の
特別職職員の報酬
及び費用弁償の額に
関する規則）

②

岐南町 ①② ① ③ ③ ②

養老町 ① ① ①
②養老町区活動費
等交付金交付要綱

②



（１） （２） （３） （４） （５） （６）

自治会（会長も含む）に
対する補助金・交付金を

支出していますか

前項（1）の補
助金・交付金
は誰に交付し
ていますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠とな
る条例や要綱はあります

か

補助金の交付
後、実績報告
書を求めてい
ますか

補助金の交付
後、会計報告
書を求めてい
ますか

自治体名

①交付している（名称を
お答えください）
②交付していない
③その他（　　）

①自治会（会
長も含む）
②自治会の上
部団体（その
長も含む）
③その他（
）

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（　　）

①条例がある（条例の名
称をお答えください）
②要綱がある（要綱の名
称をお答えください）
③条例も要綱もない
④その他（　　）

①求めている
②求めていな
い
③その他（
）

①求めている
②求めていな
い
③その他（
）

恵那市 ② － － － － －

瑞浪市 ①市政協力事業交付金 ②
①～③全て
④スポーツ及び文化振
興、行政との連絡調整

④瑞浪市市政協力事業交
付金交付規則

① ①

山県市

①
・自治会運営補助金
・自治会連合会長活動補
助金

②
①、②、④（防犯、防災活
動・市政や地域活動に関
する参加、支援など）

②・山県市自治会連合会
運営費補助金交付要綱

① ①

七宗町

海津市
①自治会活動費交付金、
広報等配布協力費交付金

①
①②③④自治会活動に要
する経費

②海津市自治会活動費等
交付金交付要綱

① ①

御嵩町
①御嵩町地区集会施設整
備事業補助金

① ④集会所の整備、補修
①御嵩町地区集会施設整
備事業補助金要綱

① ②

垂井町
①連合自治会連絡協議会
補助金

② ④自治会運営費
②垂井町連合自治会連絡
協議会運営補助金交付要
綱

① ①

飛騨市 ①別紙のとおり ①
③
④別紙のとおり

②別紙 ① ①

土岐市
①
土岐市連合自治会交付金
泉町連合区会交付金

② ④会議・視察等の経費 ③ ①求めている ①

多治見市
①地域集会所施設整備等
事業補助金

①区もしくは町
内会へ支払い
地域集会所を管
理している地域
へ支払い

④地域集会所の施設整備
②地域集会所施設整備等
事業補助金交付要綱

①実績報告書
の提出が必要

③実績報告時
に修繕後の完
成写真、領収
書等の提出を
求めている。

美濃市
③（市連合自治会に交付
している）

②
④（市連合自治会の運営
費）

②（美濃市自治会運営費
等補助金交付要綱、美濃
市補助金等交付規則）

① ①

川辺町 ①区事務費補助金 ② ①
②川辺町区事務費補助金
交付要綱

② ②

笠松町
①
・町内会長交付金
・事務費交付金

① ④町内会事務 ③ ② ②

瑞穂市
①自治会活動推進事業交
付金

①自治会（会長
も含む）

①広報の配布
④その他（コミュニティの推
進を目的とした事業）

②瑞穂市自治会活動推進
事業交付金等交付要綱

①求めている

③実績報告書
の添付書類と
して、対象とし
た事業の収支
を確認できる
書類の添付を
求めている。

白川町
①（自治会運営交付金） ①

④（運営費） ③
①

①

揖斐川町
①
（防犯灯維持補助金）

① ③
②
揖斐川町防犯灯維持費補
助金交付要綱

① ②

下呂市
①（下呂市自治会自治活
動交付金）

②

①②③
要綱上は、次に掲げる事
業について活用するするこ
ととなっています。
・コミュニティ活動の推進
・行政情報の連絡及び行
政協力
・その他市が依頼する事

②（下呂市自治会自治活
動交付金交付要綱）

② ②

羽島市 ① ①,② ①,④（町内運営費等）
②羽島市自治委員会交付
金交付要綱

① ①

大垣市
①（大垣市自治会長活動
交付金、大垣市地区連合
自治会運営補助金）

①，②
④（事務費・通信費・交通
費など）

②（大垣市自治会長活動
交付金交付要綱、大垣市
地区連合自治会運営補助
金交付要綱）

① ①

関市
①（コミュニティ活動奨励
金）

① ①、②、③
②（関市自治会コミュニ
ティ活動奨励金交付規則）

① ①

八百津町 ➀（自治会交付金） ➀
➀
④（自治会長会への出席）

②八百津町自治会交付金
交付要綱

② ②

輪之内町
①
区運営費

① ④区の活動全般
①
輪之内町区長設置に関す
る条例

② ②

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。



（１） （２） （３） （４） （５） （６）

自治会（会長も含む）に
対する補助金・交付金を

支出していますか

前項（1）の補
助金・交付金
は誰に交付し
ていますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠とな
る条例や要綱はあります

か

補助金の交付
後、実績報告
書を求めてい
ますか

補助金の交付
後、会計報告
書を求めてい
ますか

自治体名

①交付している（名称を
お答えください）
②交付していない
③その他（　　）

①自治会（会
長も含む）
②自治会の上
部団体（その
長も含む）
③その他（
）

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（　　）

①条例がある（条例の名
称をお答えください）
②要綱がある（要綱の名
称をお答えください）
③条例も要綱もない
④その他（　　）

①求めている
②求めていな
い
③その他（
）

①求めている
②求めていな
い
③その他（
）

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。

中津川市
①
中津川市自治活動支援交
付金

②
③
自治会の中間
団体

①
④
・行政機関からの依頼に
関する事務
・区域内住民からの中津
川市への依頼に係る連絡
及び調整に関する事務
・各種委員等の推薦及び
選任に関する事務
・地域コミュニティの活性
化に関する事務
・市内15地区区長会の調
整に関する事務
・その他中津川市行政を
円滑に進めるために必要
な事項

②中津川市自治活動支援
交付金要綱

① ①

安八町 ①地区活動推進交付金 ① ④地区活動の支援
②安八町地区活動に関す
る助成金等交付要綱

① ②

高山市
①高山市町内会連絡協議
会

② ④運営補助
②高山市町内会連絡協議
会補助金交付要綱

① ①

東白川村
①　東白川村区の運営補
助金

②区長
④管理している施設の維
持管理等

④規則がある。東白川村
区の運営補助金交付規則

① ①

郡上市
①
郡上市行政連絡等交付金
交付要綱

②
①②③
④その他
（行政協力に関すること）

②
郡上市行政連絡等交付金
交付要綱

① ①

池田町
①
非常勤の特別職に関する
報酬

① ①・②・③・④
①
池田町非常勤の特別職に
関する条例

③
報酬のため必
要なし

③
報酬のため必
要なし

神戸町

①・各区に対して自治会
活動謝礼
・各区長に対して区長活
動謝礼　　　　　　　　　　　・
区長会に対して区長会交
付金

①
①②③④区の活動全般に
対して

②区長会交付金について
は、神戸町区長設置要綱

③区や区長に
払う謝礼につ
いては求めて
いないが、区
長会交付金に
ついては求め
ている。

③区や区長に
払う謝礼につ
いては求めて
いないが、区
長会交付金に
ついては求め
ている。

関ケ原町
①（自治会助成金、街路
灯電気料助成金）

①
①、②、③、④
（自治会運営活動全般）

③ ② ②

本巣市
①交付している
（自治活動振興事業補助
金）

①自治会（会長
も含む）

①広報の配布
②要綱がある
（本巣市補助金等交付要
綱）

①求めている ①求めている

可児市
③自治会活動報償費を支
出している

②市内14地区
の自治連合会

④市の広報・回覧文書の
配布、ゴミの分別、集積場
の維持管理、各種委員の
推薦等の公共施策の一端
を担っていただくことに対
する謝礼として支出してい

③条例も要綱もない
②報償費であ
るため、求め
ていない

②報償費であ
るため、求め
ていない

各務原市
①交付している(自治会振
興交付金)

①自治会
④その他(自治会の活動に
たいして)

②要綱がある

①求めている
(活動計画書
と大きく異なっ
た場合に求め
ている)

②求めていな
い

坂祝町
①（自治会活動運営補助
金）

①

①、④（町が進める事業へ
の参加、協力に要する検
査及び町民の連帯と融和
を目的として、自治会の諸
事業に要する経費の一部
を補助する）

①坂祝町補助金等の交付
等に関する規則

① ②

美濃加茂
市

①
・自治会交付金
・地区自治連合会交付金
・自治会長研修交付金
・自治コミュニティ施設整
備補助金
・自治会掲示板設置補助
金
・自治連合会理事会活動
補助金

①,②

④
・自治会員が使用する施
設、設備の建設及び維持
・市全域に共通する地域
課題について協議し、課題
の解決を図る活動

②
・美濃加茂市自治コミュニ
ティ施設整備補助金交付
要綱
・美濃加茂市自治会掲示
板設置補助金交付要綱
・美濃加茂市自治連合理
事会活動補助金交付要綱

① ①

北方町
①(自治会連絡協議会事
業協力報償費、自治会連
絡協議会事業協力費交付

①
①
②

②（北方町自治会活動推
進事業交付金等交付要
綱）

② ②



（１） （２） （３） （４） （５） （６）

自治会（会長も含む）に
対する補助金・交付金を

支出していますか

前項（1）の補
助金・交付金
は誰に交付し
ていますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠とな
る条例や要綱はあります

か

補助金の交付
後、実績報告
書を求めてい
ますか

補助金の交付
後、会計報告
書を求めてい
ますか

自治体名

①交付している（名称を
お答えください）
②交付していない
③その他（　　）

①自治会（会
長も含む）
②自治会の上
部団体（その
長も含む）
③その他（
）

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（　　）

①条例がある（条例の名
称をお答えください）
②要綱がある（要綱の名
称をお答えください）
③条例も要綱もない
④その他（　　）

①求めている
②求めていな
い
③その他（
）

①求めている
②求めていな
い
③その他（
）

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。

富加町
①富加町自治組織活動奨
励金交付規則

①

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（地域の美化活
動及び文化行事活動への
参加など）

④富加町自治組織活動奨
励金交付規則

① ①

白川村 ②

大野町
①（主なもの：不燃物分別
収集補助金　等）

①
②、③、④（自主防災組織
活動）

②（大野町外灯電気料補
助要綱）、④（大野町補助
金交付規則）

① ①

岐南町

①
（名称：自治会絆づくり交
付金）

自治会を運営する経常経
費に対して支出する基本
交付金
と
地域の絆を深める活動経
費に対して支出する
活動交付金

の２本立てで交付している

①

④
要綱に規定する事業に交
付

第１条（趣旨）自治会が、
自主的、主体的な地域活
動の推進を図るとともに、
地域の絆が深まる事業を
支援する。

第５条（交付対象事業）
活動交付金の対象となる
事業は、自治会内の連携
が図られ、地域の連帯感
が深まり、自治会が自主
的に活動する事業に交付
※１３事業を列挙

②
（要綱名：岐南町自治会絆
づくり交付金交付要綱）

① ①

養老町 ① ① ④区活動交付金
②養老町区活動費等交付
金交付要綱

① ②



（１） （２）
自治体広報の配付の委託方法と委託先
をお答え下さい

配付対象をお答え下さい

自治体名

①行政嘱託員を任命して委託
②民間業者に委託
③自治会長に委託
④その他（　　）

①全戸
②自治会加入世帯のみ
③その他

恵那市 ② ③自治会加入世帯と配布希望の未加入世帯
瑞浪市 ④瑞浪市シルバー人材センター ②自治会加入世帯のみ

山県市
③
④（市職員による配布）

③自治会加入世帯及び任意の未加入世帯

七宗町 ③ ②
海津市 ① ①
御嵩町 ② ②
垂井町 ③ ①
飛騨市 ③ ②
土岐市 ② ②

多治見市 ③区と委託
②自治会加入世帯のみ

非加入の世帯については別途個別対応
美濃市 ④（自治会に依頼） ②
川辺町 ① ②

笠松町 ③
③町内会加入者に対しては町内会が配布し、アパート
等の未加入世帯に対しては管理会社が配布している。

瑞穂市

④市役所→自治会長
　瑞穂市シルバー人材センターに委託
　自治会長→各戸　自治会へ配布手数料
を３で回答した交付金の一部として支払っ
ている。

③原則加入世帯だが、お願いできれば未加入世帯にも
配布をしていただき、その分の手数料も支払っている。

白川町 ④職員が自治会長宅まで届けている ①

揖斐川町
④
自治会長にお願いをし、各班長が配布して
いる。

②

下呂市 ③ ②
羽島市 ②,③ ②
大垣市 ②、④（自治会に戸別配付を依頼） ③（自治会加入世帯および配付希望者など）
関市 ③ ③

八百津町 ④（自治会長に依頼している） ②
輪之内町 ③ ②
中津川市 ③ ②
安八町 ③ ②
高山市 ② ①

東白川村
③自治会長に事務嘱託員として委嘱して
いる。

①

郡上市 ②③ ①

池田町

④
民間業者が各区長宅へ
配布し、その後区長が
各世帯へ配布する

①全戸
※自治会未加入世帯（アパート等）は、代表者へ役場
から配布。

神戸町 ③ ②
関ケ原町 ③ ②
本巣市 ③自治会長に委託 ①全戸
可児市 委託していない

各務原市 ④その他(自治会にお願いしている) ③その他(自治会加入世帯の他各自治会判断による)
坂祝町 ③ ②

美濃加茂
市

④
行政連絡事務員として委嘱

②

北方町 ③ ②
富加町 ③ ③加入自治会及びアパート
白川村
大野町 ③ ②、③（希望があれば自治会加入でなくても配布）

岐南町 ③
③
自治会加入者に対しては自治会が配布し、アパート等
の未加入世帯に対しては管理会社等が配布している。

養老町 ③ ②

4　自治体公報
地方公共団体の事務事業の委託のうち、自治体公報の配布についての質問です。



（１） （２）

業務委託契約や委託料の金額のわかる資
料、実施報告書を公開していますか

補助金額のわかる資料、補助金の会計報告書を
公開していますか

自治体名

①インターネットで公開
②情報公開請求があれば公開
③公開していない（情報公開請求があっ
ても非公開）

①インターネットで公開
②情報公開請求があれば公開
③公開していない（情報公開請求があっても非
公開）

恵那市 ② －
瑞浪市 ②
山県市 ② ①、②
七宗町
海津市 ② ②
御嵩町 ② ②
垂井町 － ②
飛騨市 ② ①②
土岐市 - ②

多治見市 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開
美濃市 ② ②
川辺町 ① ②情報公開請求に限らず公開可
笠松町 ② ②
瑞穂市 ② ②
白川町 ③ ③

揖斐川町 ② ②
下呂市 ② ②
羽島市 ② ②
大垣市 ② ②

関市
③

③

八百津町
業務委託契約を締結しておらず、委託料は
発生しないため空欄で回答。

補助金ではないので、空欄で回答（自治会交付金
の算定方法は要綱で規定）。

輪之内町 ② ②
中津川市 ②
安八町 ②
高山市 ② ②

東白川村 ② ②
郡上市 - ②
池田町 ① ①
神戸町 ② ②
関ケ原町 該当なし ②

本巣市
③公開していない（情報公開請求があっても
非公開）

③公開していない（情報公開請求があっても非公
開）

可児市 委託していない
②自治会活動報償費については、可児市情報公
開条例に基づき対応する

各務原市 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開
坂祝町 ③ ②

美濃加茂
市

②
個人情報など非公開情報があれば部分的に
非公開

②
個人情報など非公開情報があれば部分的に非公
開

北方町 ② ②
富加町 ② ②
白川村
大野町 ② ②

岐南町 ②

①
要綱第１４条（事業実績報告等）において実績報告
書の提出を求め、第２０条（情報の提供）で提出さ
れた交付決定事業の実施に関する内容について、
町ＨＰに掲載し、町民に対し広く情報の提供。

養老町 ②養老町情報公開条例に基づく ②養老町情報公開条例に基づく

5　公表

自治会に対する地方公共団体による業務委託や財政援助の状況の、地方公共団体による公
表についての質問です。地方公共団体が保有する自治会情報を対象としてお答えください



（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

【加入促
進】を定
める自治
会に関す
る条例の
規定を設
けていま
すか

住民の
【加入・
不加入の
自由】を
定める自
治会に関
する条例
の規定を
設けてい
ますか

住民が自治会に
加入しなかった
ことを理由に
【不利益】を受
けないことを定
める条例の規定
を設けています
か

自治会に
組織の
【民主的
な運営】
を求める
条例の規
定を設け
ています

か

自治会の【選挙
運動及び政治活
動】（特定の政
党または政治団
体及び特定の候
補者等の支持・
不支持を目的と
して行う活動）
を禁止する条例
の規定を設けて
いますか

自治会活
動と【宗
教活動】
の分離を
定める条
例の規定
を設けて
いますか

自治会の
【経理情
報】を構
成員に公
開する条
例の規定
を設けて
いますか

条例ある
いは規定
がない場
合、【今
後】定め
る予定は
あります
か

自治体名

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①検討中
②今後検
討する予
定
③ない

恵那市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

瑞浪市

山県市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

七宗町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

海津市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

御嵩町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

垂井町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

飛騨市
②飛騨市
行政区等
設置条例

②飛騨市
行政区等
設置条例

②飛騨市行政区
等設置条例

②飛騨市
行政区等
設置条例

②飛騨市行政区
等設置条例

②飛騨市
行政区等
設置条例

②飛騨市
行政区等
設置条例

③

土岐市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

多治見市
③条例は
ない

③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例は
ない

③ない

美濃市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②

川辺町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

6　自治会に関する条例

自治会を住民自治の基本的単位と位置づける場合には、自治会の集会、結社の自由と、地域住
民の集会・結社の自由（参加しない自由も含む）などの憲法上の権利や、これを確保するため
の自治会の民主的運営が両立する必要があります。その方策として、地方公共団体が、それぞ
れの自由を制度的に保障する条例を制定することが有効であると私たちは考えています。そこ
で、これらの自由を制度的に保障するための条例（自治基本条例等を含む）をお持ちかどうか

についての質問です。

②瑞浪市まちづくり基本条例



（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

【加入促
進】を定
める自治
会に関す
る条例の
規定を設
けていま
すか

住民の
【加入・
不加入の
自由】を
定める自
治会に関
する条例
の規定を
設けてい
ますか

住民が自治会に
加入しなかった
ことを理由に
【不利益】を受
けないことを定
める条例の規定
を設けています
か

自治会に
組織の
【民主的
な運営】
を求める
条例の規
定を設け
ています

か

自治会の【選挙
運動及び政治活
動】（特定の政
党または政治団
体及び特定の候
補者等の支持・
不支持を目的と
して行う活動）
を禁止する条例
の規定を設けて
いますか

自治会活
動と【宗
教活動】
の分離を
定める条
例の規定
を設けて
いますか

自治会の
【経理情
報】を構
成員に公
開する条
例の規定
を設けて
いますか

条例ある
いは規定
がない場
合、【今
後】定め
る予定は
あります
か

自治体名

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①検討中
②今後検
討する予
定
③ない

6　自治会に関する条例

自治会を住民自治の基本的単位と位置づける場合には、自治会の集会、結社の自由と、地域住
民の集会・結社の自由（参加しない自由も含む）などの憲法上の権利や、これを確保するため
の自治会の民主的運営が両立する必要があります。その方策として、地方公共団体が、それぞ
れの自由を制度的に保障する条例を制定することが有効であると私たちは考えています。そこ
で、これらの自由を制度的に保障するための条例（自治基本条例等を含む）をお持ちかどうか

についての質問です。

笠松町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

瑞穂市
①瑞穂市
まちづくり
基本条例

②瑞穂市
まちづくり
基本条例

②瑞穂市まちづく
り基本条例

②瑞穂市
まちづくり
基本条例

②瑞穂市まちづく
り基本条例

②瑞穂市
まちづくり
基本条例

②瑞穂市
まちづくり
基本条例

③

白川町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

揖斐川町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

下呂市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

羽島市
①羽島市
自治会へ
の加入及

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

大垣市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

関市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

八百津町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

輪之内町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

中津川市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

安八町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

高山市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③



（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

【加入促
進】を定
める自治
会に関す
る条例の
規定を設
けていま
すか

住民の
【加入・
不加入の
自由】を
定める自
治会に関
する条例
の規定を
設けてい
ますか

住民が自治会に
加入しなかった
ことを理由に
【不利益】を受
けないことを定
める条例の規定
を設けています
か

自治会に
組織の
【民主的
な運営】
を求める
条例の規
定を設け
ています

か

自治会の【選挙
運動及び政治活
動】（特定の政
党または政治団
体及び特定の候
補者等の支持・
不支持を目的と
して行う活動）
を禁止する条例
の規定を設けて
いますか

自治会活
動と【宗
教活動】
の分離を
定める条
例の規定
を設けて
いますか

自治会の
【経理情
報】を構
成員に公
開する条
例の規定
を設けて
いますか

条例ある
いは規定
がない場
合、【今
後】定め
る予定は
あります
か

自治体名

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①検討中
②今後検
討する予
定
③ない

6　自治会に関する条例

自治会を住民自治の基本的単位と位置づける場合には、自治会の集会、結社の自由と、地域住
民の集会・結社の自由（参加しない自由も含む）などの憲法上の権利や、これを確保するため
の自治会の民主的運営が両立する必要があります。その方策として、地方公共団体が、それぞ
れの自由を制度的に保障する条例を制定することが有効であると私たちは考えています。そこ
で、これらの自由を制度的に保障するための条例（自治基本条例等を含む）をお持ちかどうか

についての質問です。

東白川村 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

郡上市

②
郡上市自
治基本条
例

②
郡上市自
治基本条
例

②
郡上市自治基本
条例

②
郡上市自
治基本条
例

②
郡上市自治基本
条例

②
郡上市自
治基本条
例

②
郡上市自
治基本条
例

-

池田町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②

神戸町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

関ケ原町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

本巣市
③条例は
ない

③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例は
ない

③ない

可児市
③条例は
ない

③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例は
ない

③ない

各務原市
③条例は
ない

③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例はない
③条例は
ない

③条例は
ない

③ない

坂祝町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②

美濃加茂
市

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

北方町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

富加町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

白川村 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③



（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

【加入促
進】を定
める自治
会に関す
る条例の
規定を設
けていま
すか

住民の
【加入・
不加入の
自由】を
定める自
治会に関
する条例
の規定を
設けてい
ますか

住民が自治会に
加入しなかった
ことを理由に
【不利益】を受
けないことを定
める条例の規定
を設けています
か

自治会に
組織の
【民主的
な運営】
を求める
条例の規
定を設け
ています

か

自治会の【選挙
運動及び政治活
動】（特定の政
党または政治団
体及び特定の候
補者等の支持・
不支持を目的と
して行う活動）
を禁止する条例
の規定を設けて
いますか

自治会活
動と【宗
教活動】
の分離を
定める条
例の規定
を設けて
いますか

自治会の
【経理情
報】を構
成員に公
開する条
例の規定
を設けて
いますか

条例ある
いは規定
がない場
合、【今
後】定め
る予定は
あります
か

自治体名

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①ある
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
②自治会
に関する
条例はあ
るがその
ような定
めはない
（条例の
名称をお
答えくだ
さい）
③条例は
ない

①検討中
②今後検
討する予
定
③ない

6　自治会に関する条例

自治会を住民自治の基本的単位と位置づける場合には、自治会の集会、結社の自由と、地域住
民の集会・結社の自由（参加しない自由も含む）などの憲法上の権利や、これを確保するため
の自治会の民主的運営が両立する必要があります。その方策として、地方公共団体が、それぞ
れの自由を制度的に保障する条例を制定することが有効であると私たちは考えています。そこ
で、これらの自由を制度的に保障するための条例（自治基本条例等を含む）をお持ちかどうか

についての質問です。

大野町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

岐南町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

養老町 ③ ③ ③

①
地域自治
町民会議
と養老町
との協働
に関する
条例

③ ③ ③ ③


